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～初めて企業登録する方が対象～ 
 

１企業１登録です。 
   企業の重複登録を防ぐため、登録手続きの前に社内で企業登録が 
   されているかをご確認ください。 

不明な場合は、日商国際部特定原産地証明担当までご連絡ください。 
（TEL）03-3283-7850  （E-mail）tokuteico@jcci.or.jp 

１．日商HP（以下のURL参照）より企業登録ページへアクセス 
 

              URL：http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/ 

クリックし 
次頁へ 



いずれかを選択
してください 

＜注意＞ 

法人の方は
次頁へ 

個人の方は 
４頁へ 

＜注意＞ 
証明書を取得する際、資料
の保存義務等が課せられま
す。 
違反すると、罰則規程等が
ありますので、ご注意くだ
さい！ 

 



２．法人の企業登録について 
 
                 

〈注意〉 

クリック 
する 



３．個人の企業登録について 
 
                 

クリック 
する 



4．企業登録申請書作成画面へのアクセス方法 
  各項目を入力し、送信すると記入されたメールアドレス宛にご案内メールが 
  返信されます。 

〈注意〉 
本アドレスの有効期間は１０日間 



５．企業登録申請者作成方法の説明画面 
記載サンプルの確認が可能 

 

クリックし、 
入力画面へ 



６．登録申請書入力画面  ＝企業情報の入力＝ 

法人格の入力は省略する 

全角ひらがなで入力 
法人格と社名の間は１文字空ける 

携帯電話は不可 

法人/個人 

生産者/輸出者/生産者であり且つ輸出者 

株式会社/有限会社等 （個人の場合は空欄） 

〈重要〉証明書に記載されます 
    Co., Ltd.など法人格は正確に入力  
    ※個人の方の法人格の表記は不可 

〈重要〉履歴事項全部証明書に 
    記載された住所を入力 

〈重要〉証明書に記載されます 
    半角英数文字で、住所の単語間は 
    半角スペースを空けて入力 
    頭文字は大文字で入力 

履歴事項全部証明書で 
代表権が確認できる方を入力 

企業としての連絡担当者です 
・ユーザID/PWの発送先 
・企業登録更新のご案内 
・セミナーの開催案内等のご連絡をさせて 
 いただきます 
※変更がありましたら、速やかに修正の 
 手続きをお願いします 



７．登録申請書入力画面 ＝企業情報入力確認画面＝ 

入力内容に間違いがなければクリックし、 
サイナー登録に進む 

修正があればクリックし、 
修正画面に戻る 



８．登録申請書入力画面 ＝署名（サイナー）情報の入力＝ 

 証明書に記載されます（協定による） 
〈注意〉ファーストネーム、ファミリーネームの順（原則）  
    に頭文字は大文字で入力してください 

〈注意〉協定によっては、役職（英文）・
電話番号・FAX番号・メールアドレスも
証明書に記載されます 

サイナー情報を入力の上、登録をクリックすると 
利用者登録リストに追加されます 

登録後でも修正や削除が可能です 

全てのサイナーの登録が終わったら 
申請書を印刷してください 



９．登録申請書の印刷 ＝送付についてのご案内＝ 

「履歴事項全部証明書」について 
・発行日から３ヶ月以内の原本（１通） 
 ※現在事項全部証明書では受け付けられません 

ご不明な点は、下記担当者までご連絡ください 



１０．登録申請書の印刷 ＝イメージ（企業情報）＝ 

印鑑登録してある 
代表者印を押印 
※シャチハタや三文判は
不可 

証明書に印字されますので、間違い
がないかを確認してください 



１１．登録申請書の印刷 ＝イメージ（署名情報）＝ 

sabu 

サインは肉筆にて枠内に 
ハッキリと記入してください 
※ゴム印等は不可 

日本 二郎 


